
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

国
民
年
金
保
険
料
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
額
が
変
わ
り
ま
す

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
毎
年
度
改

定
さ
れ
ま
す
。
令
和
８
年
度
は
月
額

１
７
，
９
２
０
円
と
な
り
ま
す
。
納

付
書
で
納
め
て
い
る
方
に
は
、
４
月

上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
納
付
書

が
送
ら
れ
ま
す
。毎
月
の
保
険
料
は
、

翌
月
の
末
日
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ

い
。
保
険
料
を
前
納
す
る
場
合
は
、

４
月
30
日
（
木
）
が
納
期
限
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
　
学
生
納
付
特
例

の
申
請
（
４
月
１
日
か
ら
）

学
生
で
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
申
請
を
す
る
と
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

申
請
さ
れ
る
方
の
基
礎
年
金
番
号
ま

た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

／
学
生
証
（
写
し
可
、
表
裏
両
面
が

必
要
）
ま
た
は
在
学
期
間
が
わ
か
る

在
学
証
明
書
／
来
庁
さ
れ
る
方
の
本

人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
等
）
／

委
任
状
（
代
理
人
が
手
続
き
す
る
場

合
。
様
式
不
問
）

申
請
で
き
る
期
間

　
令
和
８
年
度
に
申
請
が
で
き
る
の

は
、
申
請
が
受
理
さ
れ
た
月
の
２
年

１
か
月
前
か
ら
令
和
９
年
３
月
ま
で

で
す
。
な
お
、
令
和
７
年
度
に
学
生

納
付
特
例
を
承
認
さ
れ
た
方
で
、
令

和
８
年
度
も
引
き
続
き
在
学
予
定
の

方
へ
は
、
４
月
上
旬
に
日
本
年
金
機

構
か
ら
学
生
納
付
特
例
申
請
書
（
ハ

ガ
キ
形
式
）
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
を
返
送
さ
れ
た
方
は
、
窓
口
で
の

申
請
は
不
要
で
す
。

　
学
生
納
付
特
例
の
申
請
は
、
年
金

事
務
所
、
市
役
所
本
庁
お
よ
び
各
総

合
支
所
で
で
き
ま
す
。

場
所　
年
金
事
務
所
、
保
険
年
金
課

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）、
各
総
合
支

所
地
域
づ
く
り
推
進
課

問 

栃
木
年
金
事
務
所
☎

（22）
４
１
３
１

　

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
４

会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
ら
、

国
保
の
喪
失
手
続
き
が
必
要
で
す

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
社

会
保
険
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
は
、

ご
自
身
で
国
民
健
康
保
険
喪
失
の
手

続
き
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請（
二
次
元
コ
ー
ド
）を
し
て

い
た
だ
く
か
、
市
役
所・

総
合
支
所
窓
口
で
お
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

必
要
な
も
の
　
①
社
会
保
険
に
加
入

し
た
証
明
（
資
格
確
認
書
・
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
）　

②
申
請
者
（
同

一
世
帯
に
限
る
）
の
身
分
証
明
書

問 

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
１

 

お
知
ら
せ

新
年
度
証
明
書
発
行
日

　
新
年
度
証
明
書
の
発
行
日
は
次
の

と
お
り
で
す
。

日
時

・
評
価
証
明　
４
月
１
日
（
水
）
～

・
公
課
証
明　
５
月
15
日
（
金
）
～

・
所
得
課
税
証
明　

　
　
給
与
特
徴
の
方　
５
月
中
旬
～

　
　
普
通
徴
収
の
方　
６
月
中
旬
～

　

申
請
書
は
窓
口
の
他
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

　

な
お
、
各
証
明
書
交
付
の
際
に
、

窓
口
で
本
人
確
認
で
き
る
書
類
（
運

転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

な
ど
）
の
提
示
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
重
要
な
個
人
情
報
が

記
載
さ
れ
る
税
証
明
書
を
第
三
者
が

不
正
に
取
得
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
で
す
。

　
ま
た
、
住
民
票
の
世
帯
が
同
一
で

な
い
方
や
市
外
に
お
住
ま
い
の
方

が
、
代
理
人
と
し
て
証
明
書
を
取
り

に
来
ら
れ
る
場
合
は
、
ご
家
族
で
も

委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
の
新
年
度
発
行

可
能
日
は
、
６
月
中
旬
（
納
税
証
明

書
は
８
月
中
旬
）
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
詳
し
い
日
程
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
案
内
し
ま
す
。

問 

税
務
課　
　

     

☎
（21）
２
２
６
１

固
定
資
産
税
の
縦
覧

縦
覧
期
間　
４
月
１
日
（
水
）
～
６

月
１
日
（
月
）

縦
覧
場
所　
税
務
課
資
産
税
係 

（
市

役
所
本
庁
舎
２
階
）

縦
覧
で
き
る
方
　
市
内
に
あ
る
土
地

や
家
屋
に
対
し
て
固
定
資
産
税
が
課

税
さ
れ
る
方
な
ど　

縦
覧
で
き
る
事
項
　
土
地
価
格
等
縦

覧
帳
簿
／
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

必
要
な
も
の　
申
請
者
の
本
人
確
認

書
類
、委
任
状（
代
理
人
の
場
合
）、法

人
代
表
者
印
ま
た
は
法
人
代
表
者
印

を
押
印
し
た
委
任
状（
法
人
の
場
合
）

手
数
料
　
無
料　
　

問 

税
務
課
資
産
税
係
☎

（21）
２
２
７
１

【
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
】 

ご
み
の
収
集
の
お
知
ら
せ

　
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
ご
み
の

収
集
は
、次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

収
集
日
カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

収
集
し
ま
せ
ん

５
月
３
日
（
日
）・
４
日
（
月
）・
５

日
（
火
）・
６
日
（
水
）

収
集
し
ま
す
【
振
替
収
集
日
】

４
月
29
日
（
水
）
に
ご
み
の
収
集
を

行
い
ま
す
。（
５
月
６
日
（
水
）
の

振
替
収
集
と
し
て
）

問 
ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎

（31）
２
４
４
７

　令和 8 年度  市税等の納期一覧
　納期限内での納付に協力をお願いします。口座振替の方は、振替日の前日までに残高をご確認ください。
　日付は納期限日・口座振替日です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 収税課  ☎（21）2767

市税・保険料の納付は安心・便利な口座振替を
利用できる市税等　※普通徴収に限る
市県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医
療保険料
受付窓口　収税課、各総合支所・各支所・出張所、下記の取扱金融機関（ゆうちょ銀行は直接最寄りの郵便局
へ申込み）
取扱金融機関　市内に店舗のある金融機関、三井住友銀行、ゆうちょ銀行
申請に必要なもの　①取引金融機関の通帳②通帳届出印③納税通知書・納入通知書等の賦課状況がわかるもの
振替開始時期　申込日の翌月末以降の納期から振替を開始します。例）令和８年５月中に申込み⇒令和８年６月 30
日納期限のものから振替を開始
注意事項　・一度の口座振替申込みで毎年継続されます。（口座を解約・変更された場合は再度お申込みください）
・過去に国民健康保険税や軽自動車税等が課税され、口座振替をご利用の方で変更や停止の申込をされていない場
合、再度課税された際に当時の口座から振替されることがありますので、ご注意ください。口座の確認や停止をご
希望の場合は、上記問合先までご連絡ください。
・固定資産税の共有名義分（○○外１名など）の口座振替は、個人とは別で申込みが必要です。また、国民健康保
険税を口座振替されている方が、後期高齢者医療保険に切替となった場合は改めて申込みが必要です。賦課状況に
よって申込内容が変わりますので、正しく申込みできるよう、必ず納税通知書・納入通知書等をお持ちください。

延長窓口を開設しています
　市では、市民の皆さまの利便性の向上を図るため、利用の多い窓口の開
設時間を延長しています。どうぞご利用ください。

開設場所と開設日
場所 開設曜日 時間 開設課

市役所本庁舎 水

17時15分
～19時

市民生活課
保険年金課

☎（21）2126
☎（21）2131

大平総合支所

第 2 水

大平地域づくり推進課 ☎（43）9209
藤岡総合支所 藤岡地域づくり推進課 ☎（62）0903
都賀総合支所 都賀地域づくり推進課 ☎（29）1102
西方総合支所 西方地域づくり推進課 ☎（92）0306
岩舟総合支所 岩舟地域づくり推進課 ☎（55）7754

※年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）および祝日を除く
取扱業務
市民生活課および各総合支所地域づくり推進課
住民票の写し、戸籍謄抄本等の交付／印鑑登録申請の受付、印鑑登録証
明書の交付／住民異動届の受付／自動車臨時運行許可の申請の受付／マ
イナンバーカードの交付等（交付は予約制）、マイナンバーカード電子証
明書の更新／旅券の交付（本庁舎のみ）
保険年金課および各総合支所地域づくり推進課
国民健康保険資格の取得、喪失／医療費助成申請の受付／後期高齢者医
療関係届出の受付
※令和８年度から、税務課の取扱いがなくなりますのでご注意ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等に設置さ
れているマルチコピー機でも「住民票の写し」、「印鑑登録証明書」、「納
税証明書」、および「所得証明書」、「所得証明書（児童手当用）」、「住民
税決定証明書」、「課税（非課税）証明書」（令和８年４月 1 日から 4 つ
の証明書が統一され、名称が「所得課税証明書」にかわります）を取得
できます。※利用できる時間は６時 30 分～ 23 時です。
問 総務人事課　☎（21）2342

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 3 月
固定資産税・都市計画税 １ 期

6/1
２ 期
7/31

３ 期
9/30

４ 期
11/30

市県民税・森林環境税
（普通徴収）

１ 期
6/30

２ 期
8/31

３ 期
11/2

４ 期
1/4

軽自動車税 全 期
6/1

国民健康保険税 / 介護保険
料 / 後期高齢者医療保険料

（普通徴収）
１ 期
7/31

２ 期
8/31

３ 期
9/30

４ 期
11/2

５ 期
11/30

６ 期
1/ 4

７ 期
2/1

８ 期
3/1

９期
（随時）
3/31

市県民税・森林環境税 / 国
民健康保険税 / 介護保険料
/ 後期高齢者医療保険料（年

金特徴）

４月
仮徴収

６月
仮徴収

８月
仮徴収

10 月
本徴収

12 月
本徴収

２月
本徴収
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